
平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

告

示

平
成
十
三
年
度
奈
良
県
一
般
会
計
補
正

一

予
算
（
第
五
号
）
の
要
領

平
成
十
四
年
度
奈
良
県
営
競
輪
事
業
費

四

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
の
要

領町
の
区
域
及
び
名
称
の
変
更

七

結
核
指
定
医
療
機
関
の
指
定

一

結
核
指
定
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

一

土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

一

道
路
の
供
用
開
始

一

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

一
一

の
申
請

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

一
一

目

次

ペ
ー
ジ

の
認
証
の
申
請

右

同

一
二

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

一
二

都
市
計
画
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規

一
四

定
に
よ
る
命
令

建
築
基
準
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

一
四

よ
る
命
令

一
般
競
争
入
札
の
実
施

一
五

奈
良
県
営
水
道
契
約
規
程
の
一
部
改
正

一
六

不
在
者
投
票
を
取
り
扱
う
施
設
の
指
定

一
七

の
取
消
し

不
在
者
投
票
を
取
り
扱
う
施
設
の
指
定

一
七

告

示

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

奈
良
県
告
示
第
二
百
一
号

平
成
十
三
年
度
奈
良
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）
の
要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

県
営
水
道
企
業
管
理
規
程

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也



平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報



平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報



奈
良
県
告
示
第
二
百
二
号

平
成
十
四
年
度
奈
良
県
営
競
輪
事
業
費
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
の
要
領
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報



平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報



平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報



奈
良
県
告
示
第
二
百
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
王
寺

町
長
か
ら
次
の
と
お
り
町
の
区
域
及
び
名
称
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

こ
の
処
分
は
、
平
成
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

な
お
、
関
係
の
区
域
は
、
別
図
一
（
変
更
前
）
及
び
別
図
二
（
変
更
後
）
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

新

町

名

現

町

名

新

町

と

な

る

区

域

久
度
二
丁
目

久
度
一
丁
目

（
一
部
）

三
五
六
八
の
二
、
三
五
六
八
の
三
、
三
五
六
八
の
四
、
三
五
六
八

の
五
、
三
五
六
八
の
六
、
三
五
六
八
の
七
、
三
五
六
八
の
八
、
三

五
六
九
の
一
、
三
五
六
九
の
二
、
三
五
六
九
の
三
、
三
五
六
九
の

五
、
三
五
六
九
の
八
、
三
五
六
九
の
九
、
三
五
六
九
の
一

、
三

五
六
九
の
一
一
、
三
五
六
九
の
一
二
、
三
五
六
九
の
一
三
、
三
五

七

の
一
、
三
五
七

の
一
の
二
、
三
五
七
二
の
一
、
三
五
七
二

の
一

、
三
五
七
二
の
一
二
、
三
五
七
二
の
一
三
、
三
五
七
二
の

一
四
、
三
五
七
二
の
一
五
、
三
五
七
二
の
一
八
、
三
五
七
三
の
二
、

三
五
七
三
の
三
、
三
五
七
四
の
二
、
三
六
二
八
の
四
、
三
六
二
八

の
六
、
三
六
二
八
の
八
、
三
六
三
四
の
二
、
三
六
三
四
の
五
、
三

六
三
四
の
六
、
三
六
三
四
の
七
、
三
六
三
四
の
八
、
三
六
三
四
の

九
、
四
七
一
五
の
一
、
四
七
一
五
の
二
、
四
七
五
三
の
一
及
び
四

七
五
六
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で

あ
る
国
有
地
の
全
部
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平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報



奈
良
県
告
示
第
二
百
四
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
結
核
指

定
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
二
百
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
四
年
七
月
十
日
次
の
表
の
上
欄
の
者
の
協
議
に
係
る

土
地
改
良
事
業
計
画
は
、
適
当
と
決
定
し
た
。

な
お
、
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
条
例
の
写
し
を
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

サ
ン
薬
局
五
位
堂
店

香
芝
市
瓦
口
二
三

九

一

グ
ラ

ン
ド
一

一

平
成
十
四
年
六
月
二
十

五
日

奈
良
県
告
示
第
二
百
五
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
結

核
指
定
医
療
機
関
は
、
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

名

称

所

在

地

辞

退

年

月

日

サ
ン
薬
局
王
寺
店

北

城
郡
王
寺
町
王
寺
二

七

一

王

寺
ピ
ア
ザ
ビ
ル
一
階

平
成
十
四
年
四
月
十
日

薬
局
フ
ジ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

香
芝
市
上
中
八
三
三

一

平
成
十
四
年
六
月
三
十

日

サ
ン
薬
局
五
位
堂
店

香
芝
市
瓦
口
二
二
八
八

平
成
十
四
年
五
月
三
十

一
日

申

請

者

事

業

計

画

縦

覧

期

間

及

び

場

所

曽
爾
村
長

宇
山

禎
則

中
山
間
総
合
整
備
事
業

曽
爾
地
区

平
成
十
四
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
八

月
十
二
日
ま
で

曽
爾
村
役
場

奈
良
県
告
示
第
二
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を
次
の

と
お
り
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
奈
良
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
一
月
間
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

桜
井
都
祁
線

三

道
路
の
区
域

路
線

番
号

区

間

区
域
変
更

の
前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長

メ
ー
ト
ル



四

供
用
の
開
始
の
区
間

道
路
区
域
の
変
更
に
伴
い
新
た
に
道
路
と
な
っ
た
部
分

五

供
用
開
始
年
月
日

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
、
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
は
、
奈
良
県
生
活
環
境

部
県
民
生
活
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
四
年
七
月
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ク
テ
ィ
ブ
サ
ポ
ー
ト

三

代
表
者
の
氏
名

北
中
佳
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

橿
原
市
曽
我
町
二
六
七
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
奈
良
県
内
及
び
近
隣
府
県
の
人
々
に
対
し
、
少
子
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
高
齢
者

福
祉
の
増
進
、
環
境
の
美
化
及
び
保
全
な
ど
の
活
動
を
通
じ
、
地
域
の
各
主
体
と
の
協
力
に
よ
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
つ
く
り
を
積
極
的
に
進
め
、
明
る
く
、
豊
か
で
、
生
き
が
い
の
あ
る
活
発
な
地
域
社
会

の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
変
更
後
の
定
款
は
、
奈
良
県
生
活
環
境
部
県
民
生
活
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
四
年
六
月
二
十
八
日

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

桜
井
市
大
字
初
瀬
七
二
三
番
一
先
か

ら桜
井
市
大
字
初
瀬
七
一
六
番
先
ま
で

前

四
・
四

五
・
九

七

・

後

八
・
九

一
一
・
五

前

四
・
九

六
・
三

後

一
四
・

二
七
・
五

一

五
・

一

三
・

桜
井
市
大
字
小
夫
三
七
四
八
番
先
か

ら桜
井
市
大
字
小
夫
三
七
四
九
番
一
先

ま
で

前

三
・
八

八
・
九

後

九
一
・

一
二
五
・

一

九
・
七

九
二
・
五

桜
井
市
大
字
小
夫
一
九
三

番
一
先

か
ら

桜
井
市
大
字
小
夫
一
九
八
三
番
一
先

ま
で

公

告



二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
な
ら
福
祉
介
護
ネ
ッ
ト

三

代
表
者
の
氏
名

津
島
寿
幸

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

奈
良
市
四
条
大
路
二
丁
目
二
番
一
三
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
奈
良
県
民
及
び
そ
の
近
接
住
民
に
対
し
、
福
祉
・
介
護
等
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

人
権
の
擁
護
と
平
和
で
安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
地
域
の
福
祉
の
増
進
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
変
更
後
の
定
款
は
、
奈
良
県
生
活
環
境
部
県
民
生
活
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
四
年
七
月
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
き
ず
な
会

三

代
表
者
の
氏
名

山
口
昭
良

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

御
所
市
大
字
増
六
八
六
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
核
家
族
化
・
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、
御
所
市
及
び
隣
接
す
る
市
町
村
に
住
む
高

齢
者
・
障
が
い
者
が
安
心
し
て
生
き
生
き
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
高
齢
者
・
障
が

い
者
と
そ
の
家
族
の
生
活
を
支
援
す
る
事
業
を
行
な
い
、
地
域
社
会
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
三
年
六
月
六
日
第
六
六

一
一
七
号

平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
第
六
六

一
一
七

一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
七
月
十
日
第
五
六
六
一
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
七
月
十
日
第
三
六
六
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

生
駒
市
小
明
町
一
四
五
七
番
地
ノ
一
、
一
四
五
七
番
地
ノ
二
、
一
四
五
七
番
地
ノ
五
、
一
四
五
七

番
地
ノ
六
、
一
四
五
七
番
地
ノ
七
、
一
四
五
九
番
地
ノ
一
、
一
八
七
三
番
地
ノ
三
、
一
八
七
三
番
地

ノ
五
、
一
八
七
三
番
地
ノ
一
一
、
一
八
七
三
番
地
ノ
一
二
、
一
八
七
三
番
地
ノ
一
三
、
一
八
七
三
番

地
ノ
一
四
、
一
八
七
三
番
地
ノ
一
五
、
一
八
七
三
番
地
ノ
一
六
、
一
八
七
三
番
地
ノ
一
七
、
一
八
七

三
番
地
ノ
一
八
、
一
八
七
三
番
地
ノ
二
一
、
一
八
七
五
番
地
ノ
五
六
、
一
九
六
一
番
地
ノ
二
、
一
九

六
一
番
地
ノ
三
及
び
一
九
六
一
番
地
ノ
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
和
郡
山
市
城
南
町
五
番
三
七
号

プ
レ
ス
テ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
本
剛
二

奈
良
市
宝
来
一
丁
目
八
番
一
号

宝
来
住
宅
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

橋
口
洋
基

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
お
よ
び
区
域

道
路

生
駒
市
小
明
町
一
四
五
七
番
地
ノ
五
、
一
四
五
七
番
地
ノ
七
、
一
八
七
三
番
地
ノ
一
二
、

一
八
七
三
番
地
ノ
一
五
、
一
八
七
三
番
地
ノ
一
七
、
一
八
七
三
番
地
ノ
二
一
、
一
八
七
五
番
地
ノ
五

六
、
一
九
六
一
番
地
ノ
二
、
一
九
六
一
番
地
ノ
三
及
び
一
九
六
一
番
地
ノ
五

下
水
道

生
駒
市
小
明
町
一
四
五
七
番
地
ノ
五
、
一
四
五
七
番
地
ノ
七
、
一
八
七
三
番
地
ノ
一
二
、

一
八
七
三
番
地
ノ
一
五
、
一
八
七
三
番
地
ノ
一
七
及
び
一
八
七
三
番
地
ノ
二
一
の
各
一
部
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一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
四
月
三
日
第
六
八

一
八
一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
七
月
十
日
第
五
六
六
二
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
七
月
十
日
第
三
六
六
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

北

城
郡
当
麻
町
大
字
長
尾
二
九
八
番
地
ノ
一
二
の
一
部
、
二
九
九
番
地
ノ
一
、
二
九
九
番
地
ノ

二
、
二
九
九
番
地
ノ
五
及
び
二
九
九
番
地
ノ
七

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北

城
郡
当
麻
町
大
字
竹
内

株
式
会
社
大
地
不
動
産

代
表
取
締
役

阪
口
馬
左
也

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

北

城
郡
当
麻
町
大
字
長
尾
二
九
九
番
地
ノ
五
の
一
部

下
水
道

北

城
郡
当
麻
町
大
字
長
尾
二
九
九
番
地
ノ
一
、
二
九
九
番
地
ノ
二
、
二
九
九
番
地
ノ

五
の
一
部
及
び
二
九
九
番
地
ノ
七

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
二
月
十
九
日
第
六
八

一
二
九
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
七
月
十
日
第
五
六
六
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

高
市
郡
高
取
町
大
字
清
水
谷
一
三

番
地
ノ
二
九
一
、
一
三

番
地
ノ
二
九
二
、
一
三

番
地
ノ
二
九
三
、
一
三

番
地
ノ
二
九
四
、
一
三

番
地
ノ
二
九
五
、
一
三

番
地
ノ
四
六

四
、
一
三

番
地
ノ
四
六
五
、
一
三

番
地
ノ
四
六
六
、
一
三

番
地
ノ
四
六
七
、
一
三

番
地
ノ
四
六
八
及
び
一
三

番
地
ノ
四
六
九

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

橿
原
市
八
木
町
三
丁
目
一
七
七
番
地

奈
良
県
開
発
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

小
林
喬

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
一
月
三
十
日
第
六
八

一
二
七
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
七
月
十
日
第
五
六
六
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

高
市
郡
高
取
町
大
字
清
水
谷
一
三

番
地
ノ
三
三
一
、
一
三

番
地
ノ
三
三
二
、
一
三

番
地
ノ
三
三
三
、
一
三

番
地
ノ
三
三
四
、
一
三

番
地
ノ
三
三
五
、
一
三

番
地
ノ
四
五

九
、
一
三

番
地
ノ
四
六

、
一
三

番
地
ノ
四
六
一
、
一
三

番
地
ノ
四
六
二
及
び
一
三

番
地
ノ
四
六
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

橿
原
市
八
木
町
三
丁
目
一
七
七
番
地

奈
良
県
開
発
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

小
林
喬

一

許
可
番
号

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
第
六
八

一
一
六
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
七
月
十
一
日
第
五
六
六
五
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
七
月
十
一
日
第
三
六
六
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

天
理
市
嘉
幡
町
一
三

番
地
、
一
三
一
番
地
、
一
三
二
番
地
、
一
四
三
番
地
ノ
三
、
一
四
三
番
地

ノ
四
、
二
一
八
番
地
ノ
一
、
二
一
八
番
地
ノ
四
の
一
部
、
二
二

番
地
ノ
一
及
び
二
二

番
地
ノ
二

の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

天
理
市
三
島
町
二
七
一
番
地

天
理
教

代
表
役
員

飯
降
政
彦

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

水
路

天
理
市
嘉
幡
町
一
三

番
地
、
一
三
一
番
地
及
び
一
三
二
番
地
の
各
一
部

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
五
月
二
十
二
日
第
七

一
一
号

二

検
査
済
証
番
号
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開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
七
月
十
一
日
第
五
六
六
六
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

天
理
市
石
上
町
四
五
四
番
地
ノ
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

天
理
市
石
上
町
二
一
七
番
地

植
田
高
行

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
一
月
十
日
第
六
八

一
四
三
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
七
月
十
二
日
第
五
六
六
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

五
條
市
二
見
五
丁
目
一
二
三
一
番
地
ノ
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

御
所
市
大
字
柏
原
五
一
番
地

西
部
砿
油
有
限
会
社

代
表
取
締
役

小
原
茂

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
六
月
四
日
第
六
八

一
九
八
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
七
月
十
二
日
第
五
六
六
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

橿
原
市

本
町
七
九
五
番
地
ノ
一
の
一
部
、
七
九
七
番
地
ノ
一
部
及
び
七
九
八
番
地
ノ
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

橿
原
市

本
町
五
七
三
番
地
ノ
二

松
下
義
孝

一

許
可
番
号

平
成
十
四
年
六
月
四
日
第
六
八

一
九
九
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
四
年
七
月
十
二
日
第
五
六
六
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

橿
原
市

本
町
七
九
五
番
地
ノ
一
の
一
部
、
七
九
七
番
地
ノ
一
部
及
び
七
九
八
番
地
ノ
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

橿
原
市

本
町
五
七
三
番
地
ノ
二

上
田
博
通

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

命
令
し
ま
し
た
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

命
令
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北

城
郡
広
陵
町
大
字
南
一
七
八
番
地

株
式
会
社
若
草
食
品

代
表
取
締
役

上
杉
幸
作

二

違
反
建
築
物
の
所
在
地

北

城
郡
広
陵
町
大
字
南
一
八
七
番
一
、
一
九
六
番
及
び
一
九
七
番

三

命
令
の
内
容

二
に
記
載
し
た
土
地
に
お
け
る
建
築
工
事
の
施
工
を
停
止
す
る
こ
と
。

四

命
令
の
理
由

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
ず
に
土
地
の
区
画
を
変
更
し
て
工
場
の
増
築
工

事
を
行
っ
て
い
る
。

五

命
令
を
し
た
日

平
成
十
四
年
七
月
八
日

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

高
田
土
木
事
務
所
長
が
命
令
し
ま
し
た
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

命
令
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北

城
郡
広
陵
町
大
字
南
一
七
八
番
地

株
式
会
社
若
草
食
品

代
表
取
締
役

上
杉
幸
作

二

違
反
建
築
物
の
所
在
地
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北

城
郡
広
陵
町
大
字
南
一
七
八
番
一
、
一
九
六
番
及
び
一
九
七
番

三

命
令
の
内
容

二
に
記
載
し
た
土
地
に
お
け
る
建
築
工
事
の
施
工
を
停
止
す
る
こ
と
。

四

命
令
の
理
由

二
に
記
載
し
た
土
地
に
お
け
る
建
築
物
は
、
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
の
確
認
済
証
の
交
付
を

受
け
ず
に
建
築
工
事
を
行
っ
て
い
る
。

五

命
令
を
し
た
日

平
成
十
四
年
七
月
八
日

物
品
の
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
い
ま
す
の
で
、
公
告
し
ま
す
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

第
一

競
争
入
札
に
付
す
る
調
達
の
内
容

一

入
札
物
件

奈
良
県
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム

ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
等
の
賃
借

二

入
札
物
件
の
数
量
及
び
特
質

奈
良
県
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム

ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
等
一
式

三

借
入
期
間

平
成
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

た
だ
し
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
毎
年
度
の
奈

良
県
一
般
会
計
歳
出
予
算
の
成
立
を
条
件
に
、
当
該
物
件
を
引
き
続
き
賃
借
す
る
予
定
が
あ
り
ま

す
。

四

納
入
場
所

奈
良
市
登
大
路
町
三

番
地

奈
良
県
総
務
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
（
県
庁
情
報
管
理
棟
一
階
）

五

入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
発
注
仕
様
書
に
記
載
し
た
賃
借
範
囲
（
シ
ス
テ
ム
導
入
・
運
用
で
必
要
と
な
る

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
一
式
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
構
成
等
、
そ
の
他
上
記
に
付
随
す
る
経
費
）
に
係
る
一
箇

月
当
た
り
の
金
額
で
行
い
ま
す
。
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当

該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
こ
の
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
額
と
し
ま
す
。
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
し
ま
す
の
で
、

入
札
者
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問

わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。

第
二

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

次
に
掲
げ
る

か
ら

ま
で
の
条
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
者
が
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

奈
良
県
物
品
購
入
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
領
に
よ
る
指
名
停
止
又
は
指
名
保
留

の
措
置
期
間
中
で
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

奈
良
県
に
お
け
る
競
争
入
札
参
加
有
資
格
者
で
、
営
業
種
目

二
の
電
算
業
務
に
登
録
し
て
い

る
者
で
あ
る
こ
と
。

発
注
仕
様
書
に
示
し
た
物
件
の
賃
借
を
確
実
に
履
行
し
得
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
者
で
あ
る
こ

と
。発

注
仕
様
書
に
示
し
た
賃
借
物
件
に
関
し
、
迅
速
な
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
（
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
）

の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

第
三

入
札
書
の
提
出
場
所
等

一

入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ

先

六
三

八
五

一

奈
良
市
登
大
路
町
三

番
地

奈
良
県
総
務
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
情
報
シ
ス
テ
ム
グ
ル
ー
プ
（
県
庁
情
報
管
理
棟
一
階
）

電
話
（
代
表
）

七
四
二

二
二

一
一

一

内
線
二
六
四
八

二

入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
四
年
七
月
二
十
二
日

午
前
十
時

奈
良
県
庁
第
六
十
一
会
議
室
（
県
庁
主
棟
六
階
）

三

入
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
四
年
八
月
十
二
日

午
前
十
時

奈
良
県
庁
第
六
十
一
会
議
室
（
県
庁
主
棟
六
階
）

第
四

そ
の
他

一

入
札
保
証
金

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報



免
除
し
ま
す
。

二

契
約
保
証
金

契
約
の
相
手
方
は
、
契
約
の
締
結
と
同
時
に
契
約
金
額
の
十
分
の
一
以
上
の
額
の
契
約
の
保
証

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
奈
良
県
契
約
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
五
月
奈
良
県
規
則
第

十
四
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
（
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締

結
し
た
者
）
若
し
く
は
同
第
五
号
の
規
定
（
過
去
二
年
間
に
国
・
地
方
公
共
団
体
と
同
種
類
・
同

規
模
の
契
約
を
数
回
以
上
締
結
し
、
す
べ
て
を
誠
実
に
履
行
し
た
者
）
に
該
当
す
る
場
合
は
、
免

除
し
ま
す
。

三

入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
第
二
の

及
び

を
証
明
す
る
に
必
要
な

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
入
札
参
加
者
は
、
平
成
十
四
年
八
月
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
奈
良
県
か
ら
提

出
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
提
出
書
類
に
基
づ
き
第
二
の

及
び

の
規
定
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
落
札

対
象
者
と
し
ま
す
。

入
札
者
は
、
所
定
の
入
札
書
を
作
成
し
封
を
し
た
上
、
所
定
の
場
所
及
び
日
時
に
入
札
し
て

く
だ
さ
い
。

入
札
者
は
、
そ
の
提
出
し
た
入
札
書
を
引
き
換
え
、
変
更
し
、
又
は
取
り
消
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

四

入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
奈
良
県
契
約
規
則
第
七
条
に
該

当
す
る
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
し
ま
す
。

五

契
約
書
作
成
の
要
否
等

要
し
ま
す
。

六

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
な
っ
た
も
の
を
落
札

者
と
し
ま
す
。

七

手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

有
（
入
札
説
明
書
で
示
す
賃
借
物
件
の
適
合
規
格
承
認
申
請
等
の
手
続
が
必
要
で
す
。
）

八

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
ま
す
。

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

県
営
水
道
企
業
管
理
規
程

奈
良
県
営
水
道
企
業
管
理
規
程
第
三
号

各

課

水
道
局

各
出
先
機
関

奈
良
県
営
水
道
契
約
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
六
月
奈
良
県
営
水
道
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

第
二
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

契
約
者
が
次
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
管
理
者
が
契
約
を
解
除
す
る
か
否
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
契
約
者
は
、
前
項
に
定
め
る
損
害
賠
償
金
ほ
か
、
契
約
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
金
額
を
損
害
賠
償
金
と
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
県
に
損
害
が
生
じ
な
い
場

合
に
お
い
て
管
理
者
が
特
に
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中

一
に

を

い
ず
れ
か
に

に
改
め
、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

契
約
者
が
競
争
入
札
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
と
き
。

第
三
号
様
式
の
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
中

第
第

条
項

を

第

第
条

項

に
改
め
、
同
様
式
の
第
五
十
四
条
を
第
五
十
六
条
と
し
、
第
五
十
三
条
を
第
五
十
五
条

と
し
、
第
五
十
二
条
を
第
五
十
四
条
と
し
、
第
五
十
一
条
を
第
五
十
三
条
と
し
、
同
様
式
の
第
五
十
条

第
三
項
中

第
条

を

第
第

は
又

条
条

に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
一
条
と
し
、
同

条
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第

）
定
予
の
償
賠
害
損

第
、
は
乙

条
第
条

該
に

か
れ
ず
い

の
号
各
項

の
事

工
、

は
き
と
る

す
当

、
ず
わ
問
を

後
前

の
了

完

否
か
る
す

除
解
が
甲

は
又

償
賠

害
損
、
ず

わ
問
を
か

の
金

代
負

請
、
て
し

と
金

の

分

に
甲
を

額
金
る
す
当
相
に

な
ら

な
ば
れ

け
な
わ
払

支
第
項

同
、
し
だ

た
。
い

第
は
又

号

お
に
合
場
る
す
当
該
に

号

な
と

象
対
の
決

審
、
て
い

和
昭

が
為
行

る
示
告

会
員

委
引
取

正
公

年
第



平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

号
第

）
法

方
引

取
な

正
公

不
あ

で
為

行
る

す
当

該
に

項
に

特
が
甲
他
の

そ
合

場
る

限
の

こ
、

は
合

場

る
め
認

。
い

な
は

で
り

害
損

る
よ

に
定

規
の

項
前

企
同

共
が

乙
、

は
金

償
賠

既
、

つ
か

、
り

あ
で

体
業

解
が

体

業
企
同
共
該
当
に

甲
、

は
き

と
る

い
て

し
散

っ
あ

で
者

表
代

の
乙

、
は

っ
あ
で
員

成
構

は
又

者
た

と
こ

る
す

を

求
請
に
者
た

に
合

場
の

こ
。

る
き

で
が

で
者

表
代

の
乙

、
て

い
お

で
員
成
構
び
及

者
た

っ
あ

て
し

帯
連

、
は

者

た
っ
あ

払
支

に
甲

を
金

償
賠

害
損

。
い

な
ら

な
ば

れ
け

な
わ

第
賠

害
損

る
よ

に
定

規
の

項
実

た
じ

生
に

甲
、

は
金

償
規

に
項
同

が
金

害
損

の
際

額
の

金
償

賠

害
損
る
す
定

の
そ

、
は

合
場

る
え

超
を

請
お

な
き

つ
に

額
る

え
超

も
る
げ
妨
を
と

こ
る

す
求

規
の

項
同

。
い

な

は
で
の

償
賠

害
損

が
乙

り
よ

に
定

実
、

に
後

た
っ

払
支

を
金

規
に
項
同
が
額
害
損

の
際

額
の

金
償

賠
害

損
る

す

定

か
ら

明
が

と
こ

る
え

超
を

て
い

お
に

合
場

た
っ

な
と

。
る
す
と
様
同
、
も

第
三
号
様
式
の
第
四
十
九
条
を
第
五
十
条
と
し
、
同
様
式
の
第
四
十
八
条
に
見
出
し
と
し
て

（

収
徴

の
等

金
償

賠

）

を
付
し
、
同
条
第
一
項
中

を

に
改
め
て
同
条
第
四
十
九
条
と
し
、
同
様
式
の
第
四
十
七
条
第

項
中

を

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

、
は

間
第
、

は
間

第
条

は
又
項

第
第
条

項

第
第

条
項

第

）
除

解
る

よ
に

等
合

談

約
契

の
こ

が
乙

、
は

甲
条

ず
い

の
号

各
の

次
し

関
に

は
き
と
る

す
当

該
に

か
れ

と
こ

る
す

除

解
を
約
契
、

。
る

き
で

が

の
占

独
的

私
、

し
対

に
乙

確
の

引
取

正
公

び
及

止
禁

律
法

る
す

関
に

保
和
昭

第
律
法
年

下
以

。
号

法
止

禁
占

独
第

）
。

う
い

と
第

条
第

、
項

の
条

第
、

第
は

又

条

の
条

第
決

審
る

よ
に

定
規

の
項

第
第

条
で
決
審
る
よ
に
定
規

の
項

第
条

同

該
に

為
行

る
す

定
規

に
項

た
っ

か
な

が
実

事
る

す
当

も
る
す
に
合
場

る
め

認
と

れ
さ

な
が

）

。
く
除
を
の

た
し

定
確

が
決

審
該

当
、

。
き

と

に
乙

が
会

員
委

引
取

正
公

第
法

止
禁

占
独

し
対

の
条

第
金
徴
課
る
よ
に
定
規

の
項

そ
、

し
を

令
命

の
付

納

の

第
条

同
が

令
命

の
し

定
確

り
よ

に
定

規
の

項
と

た
れ
さ
な
み
と
決
審
た

。
き

乙
っ

あ
に

合
場

の
人

法
が

乙
そ

は
又

員
役

の
そ

、
は

て
法
刑
、
が
）

人
用

使
の

治
明

第
律

法
年

第
）

号
の

条
第

は
又

処
に

刑
、

し
犯

を
罪

の
条

。
き
と
た
れ
ら
せ

第
条

前
第

び
及

項
よ

に
項

前
、

は
定

規
の

項
す

用
準

に
合

場
の

除
解

る
。

る

第
四
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
け

受
を

認
承

の
者

理
管

事
工

る
係

に
約

契
ば

れ
け

一
を
分
部
大
は
又
部

全
の

括

わ
負

け
請

に
者

三
第

て
し

。
い

な
き

で
が

と
こ

す
部
全
の

事
工

る
係

に
約

契
主
の
そ
は
く
し
若

ら
な
は

て
せ
わ
負
け
請
に

。
い
な

分
部
の
他
は
又
分
部
る
た

能
機

の
そ
て
し

立
独
ら
か

工
の

物
作

工
る
す
揮

発
を

者
三

第
て

し
括

一
を

事

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二

号
の
規
程
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
取
り
扱
う
施
設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
指
定

を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

田

中

義

雄

名

称

所

在

地

岡
谷
会

岡
谷
病
院

奈
良
市
西
木
辻
町
二

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二

号
の
規
程
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
取
り
扱
う
施
設
と
し
て
次
の
通
り
指
定
し
た
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

田

中

義

雄

名

称

所

在

地

医
療
法
人
岡
谷
会

お
か
た
に
病
院

奈
良
市
南
京
終
町
一
丁
目
二
五

一



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

【
定

価
】

一
か
月

九
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
十
二
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二


